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　今
回
の
医
療
事
故
調
査
制
度
は
、
2
0
1

4
年
6
月
25
日
に
公
布
さ
れ
た
「
医
療
介
護

総
合
確
保
推
進
法
（
第
6
次
改
正
医
療
法
）」

に
よ
り
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
15
年
3
月
20
日

に
は
「
医
療
事
故
調
査
制
度
の
施
行
に
係
る

検
討
会
」
に
お
け
る
報
告
書
が
公
表
さ
れ
、

5
月
8
日
に
厚
生
労
働
省
令
（
医
療
法
施
行

規
則
）
と
医
政
局
長
通
知
が
発
出
さ
れ
、
10

月
1
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　本
会
報
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
医
療
事
故
調

査
制
度
の
開
始
ま
で
、
僅
か
1
カ
月
し
か
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
稿
で
は
そ
の
基
本
的

な
考
え
方
と
と
も
に
、
早
急
に
整
備
す
べ
き

院
内
規
定
や
医
療
安
全
組
織
体
制
の
整
備
・

見
直
し
の
要
点
を
中
心
に
述
べ
て
み
る
こ
と

と
し
ま
す
。

⑴
　医
療
事
故
調
査
制
度
の

　
　パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

　医
療
事
故
調
査
制
度
の
議
論
は
10
年
以
上

も
の
長
き
に
及
び
ま
す
が
、
多
く
の
試
案
が

俎
上
に
の
ぼ
っ
て
は
消
え
て
行
っ
た
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
す
。
こ
の
最
大
の
原
因
は
、

「
医
療
安
全
の
向
上
・
再
発
防
止
」
を
目
的 伊藤　雅史

と
し
た
W
H
O
ド
ラ
フ
ト
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
※

推
奨
の
「
学
習
モ
デ
ル
」
と
、「
責
任
追
及
」

と
い
う
当
該
医
療
者
の
処
分
・
非
難
を
目
的

と
し
た
「
懲
罰
モ
デ
ル
」
を
、
1
つ
の
制
度

で
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。　今

回
の
医
療
事
故
調
査
制
度
で
は
、「
医

療
安
全
の
向
上
・
再
発
防
止
を
目
的
と
し
た

学
習
モ
デ
ル
に
特
化
」
す
る
と
い
う
パ
ラ
ダ

イ
ム
シ
フ
ト
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
諸

外
国
で
は
既
に
常
識
の
事
で
あ
り
、
わ
が
国

で
は
長
期
間
の
議
論
を
要
し
ま
し
た
が
、
大

い
な
る
前
進
と
評
価
で
き
ま
す
。
一
部
の
関

係
者
が
未
だ
推
奨
す
る
「
大
綱
案
」
で
懸
念

さ
れ
た
、「
学
習
モ
デ
ル
」
を
願
う
純
粋
な

医
療
人
の
良
心
が
「
懲
罰
モ
デ
ル
」
の
紛
争

の
場
で
蹂
躙
さ
れ
る
危
険
性
と
、
第
三
者
機

関
へ
の
届
出
と
医
療
専
門
家
に
よ
る
調
査
に

よ
っ
て
警
察
・
検
察
か
ら
の
追
及
や
法
的
責

任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
医
療
者

の
幻
想
に
、
完
全
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
と

言
え
ま
す
。

　こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
十
分
に
理
解

し
た
上
で
、
医
療
法
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
省

令
な
ど
を
遵
守
し
た
院
内
体
制
の
整
備
を
図

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
厚
労
省
か
ら

医
師
会
や
病
院
団
体
に
発
出
さ
れ
た
省
令
・

通
知
は
要
点
の
み
で
、
一
部
重
大
な
内
容
が

省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
官
報
に
て
「
平
成

27
年
厚
生
労
働
省
令
第
1
0
0
号
」
の
全
文

を
確
認
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
日
本
医
療
法
人
協
会
「
医
療

事
故
調
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
最
終
報
告
書

（
2
0
1
5
、
へ
る
す
出
版
・
予
定
。「
現
場

の
医
療
を
守
る
会
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ドhttp://insuring-m

edical-
practice.net/

）
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

⑵
　報
告
対
象
症
例
発
生
時
の
流
れ

　
　（概
要
）

　詳
細
は
紙
面
の
関
係
で
省
き
ま
す
が
、
次

項
で
述
べ
る
対
象
症
例
が
発
生
し
た
場
合
、

事
故
に
対
す
る
十
分
な
対
応
を
行
っ
た
後

に
、
遺
族
に
概
要
を
説
明
し
、
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
）

に
発
生
報
告
し
、
院
内
事
故
調
査
委
員
会
を

立
ち
上
げ
て
原
因
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
セ
ン
タ
ー
に
最
終
報
告
す
る
と
共
に
遺
族

に
説
明
、
セ
ン
タ
ー
は
そ
れ
を
独
自
に
検
討

し
て
報
告
書
を
医
療
機
関
に
戻
す
と
い
う
流

れ
に
な
り
ま
す
。

⑶
　医
療
事
故
調
査
の
対
象

　医
療
事
故
調
査
の
対
象
は
、
改
正
医
療
法

で
は
「
当
該
病
院
等
に
勤
務
す
る
医
療
従
事

者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因

す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
っ

て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を

予
期
し
な
か
っ
た
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い

ま
す
。
従
っ
て
、
報
告
の
対
象
は
、「
予
期

し
な
い
」
と
「
医
療
に
起
因
す
る
」
の
両
者

を
満
た
す
と
「
管
理
者
が
判
断
し
た
も
の
」

に
限
定
さ
れ
ま
す
。
更
に
、「
過
誤
の
有
無

は
問
わ
な
い
」
こ
と
や
「
単
な
る
療
養
・
管

理
は
含
ま
な
い
」
こ
と
な
ど
、
医
療
法
や
省

令
の
正
し
い
理
解
が
必
要
で
す
。

　「予
期
し
な
い
死
亡
」
と
は
、
死
亡
の
可

能
性
を「
①
患
者
や
家
族
に
説
明
し
て
い
た
、

②
カ
ル
テ
に
そ
の
記
載
が
あ
る
、③
関
係
者

へ
の
聞
き
取
り
調
査
で
関
係
者
が
予
期
し
て

い
た
と
判
断
で
き
る
、
以
上
の
3
条
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
」
場
合
で
あ
り
、
そ

の
決
定
は
管
理
者
が
判
断
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
事
例
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
現
場
の

関
係
者
は
速
や
か
に
管
理
者
に
報
告
す
る
体

制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
管
理
者
は
そ
れ

ら
報
告
例
に
限
ら
ず
全
て
の
死
亡
症
例
の
病

歴
監
査
を
行
い
、
医
療
事
故
調
査
を
行
う
必

要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
自
ら
判
断
す
る
こ
と

が
勧
め
ら
れ
ま
す
。

⑷
　中
小
規
模
病
院
の
医
療
安
全
組
織

　医
療
事
故
調
査
制
度
の
根
幹
と
な
る
院
内

事
故
調
査
に
つ
い
て
、
会
員
病
院
に
多
い
中

小
規
模
病
院
や
診
療
所
で
は
無
理
で
あ
る
と

の
指
摘
が
聞
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
事

故
の
原
因
分
析
と
予
防
策
の
策
定
・
実
践
の

過
程
は
実
際
の
診
療
の
過
程
と
変
わ
る
こ
と

は
な
く
、
個
人
か
チ
ー
ム
か
、
自
院
完
結
か

他
院
へ
の
協
力
要
請
・
紹
介
を
含
め
て
、
規

模
や
体
制
に
関
係
な
く
実
施
可
能
と
い
う
事

が
で
き
ま
す
。

　ま
た
、
本
制
度
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

医
療
機
関
管
理
者
の
果
た
す
べ
き
責
任
が
極

め
て
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
即
ち
、
報
告
す

べ
き
医
療
事
故
の
決
定
、院
内
調
査
の
実
施
、

支
援
団
体
へ
の
協
力
要
請
、
セ
ン
タ
ー
へ
の

報
告
内
容
、
報
告
書
の
作
成
、
遺
族
へ
の
説

明
な
ど
が
、
管
理
者
の
判
断
と
責
任
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
施
設
規
模
に

関
係
な
く
、
管
理
者
が
主
体
的
に
責
任
を
持

っ
て
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で

す
。　確

か
に
施
設
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、

業
務
を
分
散
さ
せ
て
担
当
（
ラ
イ
セ
ン
ス
本

来
業
務
）、
特
化
（
専
従
・
独
立
）
し
た
専

門
業
務
部
門
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
体
制
は
協
調
性
、
柔
軟
性

に
欠
け
る
組
織
に
陥
る
危
険
性
も
有
し
て
い

ま
す
。
社
会
的
に
問
題
と
な
る
重
大
な
事
故

※WHOドラフトガイドライン　http://www.who.int/patientsafety/implementation/reporting_and_learning/en/

医
療
事
故
調
査
制
度
に
つ
い
て

医
療
事
故
調
査
制
度
に
つ
い
て

社
会
医
療
法
人
社
団
慈
生
会
等
潤
病
院
　理
事
長

　伊
藤 

雅
史
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が
大
規
模
病
院
に
お
い
て
発
生
し
続
け
て
い

る
こ
と
は
、こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。

一
方
、
中
小
規
模
病
院
で
は
複
数
の
役
割
を

兼
務
す
る
少
数
精
鋭
の
組
織
と
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
が
、
規
模
が
小
さ
け
れ
ば
そ
の
管

理
体
制
も
小
規
模
で
済
み
、
協
調
性
や
柔
軟

性
は
む
し
ろ
高
い
た
め
に
、
重
要
な
問
題
へ

の
決
断
・
対
応
も
速
や
か
に
で
き
る
と
い
う

こ
と
も
指
摘
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
職
員
の

退
職
に
よ
り
組
織
に
穴
が
発
生
す
る
危
険
性

が
あ
り
、
継
続
性
の
担
保
が
課
題
と
言
え
ま

す
。

⑸
　院
内
諸
規
則
の
整
備

　今
回
の
医
療
事
故
調
査
制
度
は
学
習
を
目

的
と
し
た
医
療
の
質
向
上
に
特
化
し
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
原
因
分
析
や
医
療
安
全
へ
の

十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
医
療
機
関
と
し
て
の

自
立
性
・
自
律
性
を
確
立
す
る
と
同
時
に
、

関
係
し
た
医
療
従
事
者
に
責
任
追
及
が
及
ば

な
い
よ
う
、
非
懲
罰
性
、
非
識
別
化
・
秘
匿

性
を
確
保
す
る
た
め
、
院
内
諸
規
則
の
見
直

し
や
整
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
カ
ル
テ
開
示
規

程
の
整
備
が
あ
り
、
開
示
請
求
者
の
範
囲
や

本
人
等
確
認
法
、
開
示
請
求
方
法
と
非
開
示

特
約
、
費
用
等
に
つ
い
て
、
従
来
規
定
の
見

直
し
を
含
め
検
討
し
ま
す
。
特
に
医
療
安
全

活
動
資
料
は
院
内
医
療
安
全
の
目
的
の
み
に

使
用
し
外
部
に
対
し
て
は
開
示
し
な
い
と
い

う
、
非
開
示
特
約
を
明
示
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　非
懲
罰
性
に
関
し
て
は
、
事
故
等
発
生
の

責
任
を
理
由
と
し
た
関
係
職
員
に
対
す
る
懲

戒
処
分
は
行
わ
な
い
も
の
と
し
、
具
体
的
な

指
揮
監
督
を
中
心
と
し
つ
つ
、
厳
重
注
意
、

訓
戒
、
再
教
育
、
研
修
な
ど
の
再
発
防
止
措

置
に
と
ど
め
る
こ
と
も
明
示
し
ま
す
。

　医
療
安
全
管
理
指
針
も
見
直
す
必
要
が
あ

り
、
特
に
警
察
へ
の
届
け
出
に
つ
い
て
は
根

拠
の
な
い
記
載
は
削
除
し
ま
す
。
例
え
ば
、

「
医
療
過
誤
ま
た
は
そ
の
疑
い
に
よ
る
死
亡

事
故
場
合
は
所
轄
警
察
署
に
届
け
出
る
」、

「
初
診
患
者
で
来
院
後
24
時
間
以
内
の
死
亡

例
は
所
轄
警
察
署
に
届
け
出
る
」な
ど
で
す
。

厚
労
省
平
成
27
年
度
版
死
亡
診
断
書
（
死
体

検
案
書
）
記
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
そ
の
旨
が
削

除
さ
れ
た
「
医
師
法
21
条
（
異
状
死
体
届
出
、

外
表
異
状
で
判
断
）
を
超
え
る
」
院
内
規
定

も
削
除
し
ま
す
。

　今
回
の
医
療
事
故
調
査
で
は
、
事
故
報
告

に
係
る
医
療
従
事
者
の
匿
名
化
だ
け
で
は
な

く
、
他
の
情
報
を
照
合
し
て
も
識
別
さ
れ
な

い
「
非
識
別
化
」
が
、
省
令
に
明
示
的
に
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
厚
労
省
の
省

令
要
約
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
重
大
事
項

で
す
。
更
に
、
不
特
定
多
数
に
向
け
た
個
別

事
案
の
公
表
や
記
者
会
見
等
の
実
施
基
準

も
、
省
令
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
見
直
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

⑹
　院
内
事
故
調
査
委
員
会

　W
H
O
ド
ラ
フ
ト
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

「
学
習
の
た
め
の
医
療
事
故
調
査
制
度
」
に

は
、
既
述
の
非
懲
罰
性
・
秘
匿
性
に
加
え
て

処
罰
権
限
を
有
す
る
官
庁
か
ら
の
独
立
（
独

立
性
）
が
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
医

療
事
故
調
査
制
度
は
医
療
機
関
の
自
立
性
と

自
律
性
を
重
視
す
る
院
内
事
故
調
査
が
中
心

で
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
や
支
援
団
体
は
こ
れ
を

支
援
・
補
充
す
る
役
割
と
な
り
ま
す
。

　院
内
事
故
調
査
は
医
療
安
全
の
向
上
・
再

発
防
止
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
医
療
現
場
に

密
着
し
そ
れ
に
則
し
た
調
査
を
、
原
則
と
し

て
自
力
で
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
中
立

性
の
名
目
の
も
と
に
外
部
に
調
査
を
委
託
す

れ
ば
解
決
す
る
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
調
査
を
行
う
院
内
事
故
調
査

委
員
会
は
、
医
療
安
全
管
理
委
員
会
の
下
部

組
織
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
り

ま
す
。

　す
な
わ
ち
、
院
内
事
故
調
査
委
員
会
は
、

施
設
の
事
情
を
考
慮
し
事
案
に
応
じ
て
調
査

項
目
や
そ
の
密
度
、
調
査
主
体
・
委
員
選
任

を
決
定
す
る
た
め
、
管
理
者
が
事
例
ご
と
に

召
集
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
調
査
内

容
は
管
理
者
が
セ
ン
タ
ー
へ
報
告
す
る
基
礎寺田　茂氏

は
じ
め
に

　今
年
10
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
、
来
年

1
月
か
ら
の
利
用
開
始
と
い
う
大
き
な
動
き

の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
幅
広
い
層
の

法
人
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情
報
の

保
護
に
つ
い
て
よ
り
適
正
な
対
応
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　と
こ
ろ
が
、
実
施
主
体
で
あ
る
法
人
に
お

い
て
は
、
情
報
収
集
や
職
員
へ
の
制
度
周
知

の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多

く
、
短
期
間
内
で
各
関
係
機
関
か
ら
出
さ
れ

る
最
新
情
報
を
把
握
し
つ
つ
、「
番
号
の
取

得
・
管
理
・
廃
棄
」
や
「
安
全
管
理
措
置
（
セ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
紹
介
と

事
業
所
の
取
り
組
み
概
要

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
ブ
レ
イ
ン
太
田
昭
和

コ
ン
サ
ル
ティ
ン
グ
統
括
本
部
　シ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー

　寺
田
　茂
氏

資
料
と
な
る
と
同
時
に
、
上
位
組
織
で
あ
る

常
設
の
医
療
安
全
管
理
委
員
会
に
報
告
し
、

そ
こ
で
再
発
防
止
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
患
者
遺
族
と
の
紛
争
解
決

や
医
療
過
誤
へ
の
謝
罪
・
補
償
は
、
医
療
安

全
の
確
保
と
い
う
趣
旨
と
は
異
な
る
た
め
、

別
組
織
と
し
て
院
長
直
轄
の
紛
争
対
策
委
員

会
等
を
設
け
て
対
応
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
）」
に
関
す
る
規
程
や
書

式
を
整
備
し
、
具
体
的
な
対
応
を
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　こ
の
た
め
、
東
京
都
病
院
協
会
で
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
へ
の
意
識
啓
発
と
法
人
の

円
滑
な
対
応
促
進
を
短
期
間
で
準
備
で
き
る

よ
う
に
個
々
の
法
人
が
実
務
に
お
い
て
必
要

と
な
る
対
策
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
基

礎
情
報
と
先
行
法
人
の
事
例
を
含
め
て
解
説

す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
9
月
9
日
に
開
催
し
ま

す
。　マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
紹
介
と
法
人
の
取

り
組
み
概
要
を
下
記
に
解
説
致
し
ま
す
。

1
　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
施
行

　行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
）」
の
成
立
に
よ
り

（
2
0
1
3
年
5
月
31
日
公
布
）、
国
民
一
人

一
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
15
年
10
月
か
ら
通

知
さ
れ
、
16
年
1
月
か
ら
利
用
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

2
　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
概
要
と

　個
人
番
号
、法
人
番
号

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
（
社
会
保
障
税
番
号
制

度
）
の
概
要

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
は
、
社
会
保
障
・
税
制

度
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
、
国
民
に
と

っ
て
利
便
性
の
高
い
公
平
・
公
正
な
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
で
す
。

②
個
人
番
号
の
概
要

　個
人
番
号
は
、
12
ケ
タ
の
番
号
で
、
住
民

票
を
有
す
る
国
民
全
員
に
1
人
1
つ
指
定
さ

れ
、市
区
町
村
か
ら
通
知
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

住
民
票
を
有
す
る
中
長
期
在
留
者
や
特
別
永

住
者
等
の
外
国
籍
の
方
に
も
同
様
に
指
定
・

通
知
さ
れ
ま
す
。

③
法
人
番
号
の
概
要

　法
人
番
号
は
、
13
ケ
タ
の
番
号
で
、
設
立

登
記
法
人
な
ど
の
法
人
等
に
1
法
人
1
つ
指

定
さ
れ
、
国
税
庁
か
ら
通
知
さ
れ
ま
す
。

3
　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
と

　法
人
の
対
応
業
務

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に
伴
い
、
法
人

は
「
個
人
番
号
関
係
実
務
実
施
者
」
と
し
て
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
べ
き
書
類
の
作

成
、
提
出
な
ど
の
事
務
に
お
い
て
必
要
と
さ

れ
る
範
囲
内
で
の
み
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取

り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
法

人
は
、「
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
」（
法

2
条
13
項
）
と
し
て
、
各
種
業
務
に
お
い
て

必
要
と
さ
れ
る
範
囲
内
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　こ
こ
で
い
う
各
種
業
務
と
は
、
法
令
の
規

定
（
法
9
条
3
項
）
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ン
バ

寄　稿
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ー
を
記
載
し
た
書
面
の
作
成
・
提
出
等
が
必

要
と
な
る
業
務
を
指
し
て
お
り
、
該
当
す
る

法
令
と
し
て
は
健
康
保
険
法
、
相
続
税
法
、

厚
生
年
金
保
険
法
、
租
税
特
別
措
置
法
、
所

得
税
法
、
雇
用
保
険
法
な
ど
で
す
。

　ま
た
、
弁
護
士
や
税
理
士
、
社
会
保
険
労

務
士
な
ど
の
外
部
委
託
先
へ
の
報
酬
、
不
動

産
の
使
用
料
や
、
株
主
へ
の
配
当
な
ど
が
発

生
し
た
場
合
の
支
払
調
書
へ
も
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

4
　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
と
罰
則

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
漏
え
い

に
は
厳
し
い
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
万

全
な
情
報
管
理
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。　行

政
手
続
き
関
係
の
書
類
作
成
に
あ
た
っ

て
、
各
職
員
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
含
む
個
人
情
報
は
「
特
定
個
人
情
報
」
と

さ
れ
、
そ
の
漏
え
い
に
は
重
い
罰
則
が
科
さ

れ
ま
す
。

　法
人
の
代
表
者
、
管
理
者
、
代
理
人
、
使

用
人
等
が
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

行
為
者
と
と
も
に
、
そ
の
法
人
又
は
事
業
主

に
対
し
て
も
、
罰
金
刑
が
科
さ
れ
ま
す
。

　直
罰
規
定
は
個
人
情
報
保
護
法
に
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　正
当
な
理
由
な
く
特
定
個
人
情
報
を
提
供

す
る
行
為
や
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
個

人
番
号
を
提
供
又
は
盗
用
し
た
場
合
は
直
接

罰
す
る
直
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

a
　特
定
個
人
情
報
等
を
不
正
に
漏
え
い
し

た
者
に
対
す
る
罰
則

・
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
従
事
す
る
者

が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
を
提
供
し
た
場
合
（
4
年
以
下

の
懲
役
又
は
2
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
、

併
料
あ
り
）

　4
年
以
下
の
懲
役
と
は
、
3
年
を
超
え
る

懲
役
の
言
い
渡
し
が
あ
る
と
初
犯
で
も
執
行

猶
予
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
事
案
が
悪
質
で

あ
れ
ば
実
刑
判
決
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

・
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
従
事
す
る
者

が
、
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
、
個
人

番
号
を
提
供
し
又
は
盗
用
し
た
場
合
（
3

年
以
下
の
懲
役
又
は
1
5
0
万
円
以
下
の

罰
金
、
併
料
あ
り
）

b
　不
正
な
手
段
を
用
い
て
個
人
番
号
を
取

得
し
た
者
に
対
す
る
罰
則

・
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
人
を
脅

迫
す
る
行
為
に
よ
り
、
又
は
、
財
物
の
窃

取
、
施
設
へ
の
侵
入
、
不
正
ア
ク
セ
ス
等

に
よ
り
個
人
番
号
を
取
得
し
た
場
合
（
3

年
以
下
の
懲
役
又
は
1
5
0
万
円
以
下
の

罰
金
）

・
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
場
合
（
6
月

以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
）

c
　特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
監
督
・

指
導
に
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則

・
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
か
ら
命
令
を

受
け
た
者
が
、
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し

た
場
合
（
2
年
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円

以
下
の
罰
金
）

・
特
定
個
人
情
報
委
員
会
に
よ
る
検
査
に
際

し
、
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
し
な

か
っ
た
場
合
、
虚
偽
の
報
告
、
虚
偽
の
資

料
提
出
を
し
た
場
合
、
検
査
拒
否
等
が
あ

っ
た
場
合
（
1
年
以
下
の
懲
役
又
は
50
万

円
以
下
の
罰
金
）

d
　使
用
人
等
に
対
す
る
監
督
責
任
を
怠
っ

た
法
人
等
に
対
す
る
罰
則

・
法
人
の
代
表
者
、
管
理
者
、
代
理
人
、
使

用
人
等
が
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
行
為
者
と
と
も
に
、
そ
の
法
人
ま
た
は

事
業
主
に
対
し
て
も
、
罰
金
刑
が
科
さ
れ

ま
す
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
の
収
集
、利
用
、保
管
、廃
棄
・

削
除
に
つ
い
て
も
厳
格
に
決
め
ら
れ
て
お

り
、
法
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
違
反
行
為

を
し
た
本
人
だ
け
で
な
く
法
人
に
も
厳
し
い

罰
則
が
科
さ
れ
ま
す
。

　そ
こ
で
、
法
人
と
し
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
取
り
扱
い
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
管

理
に
万
全
を
期
す
た
め
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
通
知
ま
で
に
法
人
と
し
て
の
体
制
を
講
じ

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す

5
　業
務
の
洗
い
出
し
と
番
号
法
と

　

　個
人
情
報
保
護
法
対
応
の
業
務
改
善

　人
事
、
総
務
、
経
理
、
法
人
内
シ
ス
テ
ム

な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
連
す
る
業
務
に
携

わ
る
部
門
で
横
断
的
な
対
策
チ
ー
ム
作
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
関
わ
っ
て
く
る
業
務
の
洗

い
出
し
を
行
い
ま
す
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
際
は
、
現
行

の
実
務
と
は
異
な
る
事
務
作
業
が
発
生
す
る

の
で
、必
要
業
務
の
洗
い
出
し
が
で
き
た
ら
、

個
人
情
報
保
護
法
と
番
号
法
に
即
し
た
業
務

フ
ロ
ー
を
検
討
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
整

備
し
ま
す
。

　準
備
し
て
お
き
た
い
規
程
・
書
式
類
と
し

て
は
、
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

・
特
定
個
人
情
報
に
関
す
る
法
人
の
基
本
方

針
・
個
人
情
報
保
護
法
と
番
号
法
に
準
拠
し
た

業
務
改
善
後
の
個
人
情
報
・
個
人
番
号
取

扱
管
理
規
程

・
個
人
番
号
取
扱
い
担
当
者
の
特
定
個
人
情

報
の
取
扱
い
に
関
す
る
誓
約
書

・
法
人
内
体
制
の
整
備

　安
全
管
理
措
置
対

応　法
人
は
、
2
0
1
5
年
10
月
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
開
始
ま
で
に
、
特
定
個
人
情
報
等

の
不
正
漏
え
い
な
ど
に
よ
る
流
出
を
防
止
す

る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
特
定
個
人
情
報
等

を
適
正
に
取
扱
う
た
め
の
基
本
方
針
を
策
定

す
る
こ
と
、
組
織
と
し
て
の
取
り
組
み
を
具

体
化
す
る
た
め
の
取
扱
規
程
等
を
策
定
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　基
本
方
針
及
び
取
扱
規
程
等
の
作
成
後

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
連
す
る
従
業
者
の

教
育
研
修
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
、
情

報
シ
ス
テ
ム
の
改
修
・
整
備
、
内
部
監
査
体

制
の
整
備
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入

に
備
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　個
人
番
号
を
取
り
扱
う
事
務
の
範
囲
や
、

特
定
個
人
情
報
等
の
範
囲
、
関
連
す
る
リ
ス

ク
は
何
か
、
現
状
の
安
全
管
理
措
置
が
十
分

で
あ
る
か
な
ど
を
早
急
に
検
討
し
特
定
個
人

情
報
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
基
本
方
針
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
対
応
の
た
め
の
業
務
改

善
日
程
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り

ま
す
。「災害医療・トリアージ研修会」のご案内

連絡先　東京都病院協会事務局（☎03-5217-0896）

日　時：平成27年10月28日（水）午後2時～4時
会　場：東医健保会館（JR信濃町駅　徒歩5分）
テーマ：「災害時の医療体制と災害トリアージについて」
　　　　・災害医療体制についての概説
　　　　・1次トリアージの具体的な実施方法　等
講　師：大桃丈知先生（白鬚橋病院院長・急性期医療委員会委員）
対　象：病院職員（事務職員を含む）
参加費：会員4,000円、非会員8,000円（当日、会場にて支払い）
定　員：先着100名（定員を超えた場合のみご連絡いたします）
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○
特
定
個
人
情
報
管
理
の
た
め
の
組
織
体
制

の
整
備

　組
織
的
安
全
管
理
措
置
と
は
、
担
当
者
を

明
確
に
し
、
担
当
者
以
外
が
特
定
個
人
情
報

等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
仕
組
み

を
検
討
し
ま
す
。

　法
人
は
、
組
織
的
な
安
全
管
理
措
置
と
し

て
、
組
織
体
制
の
整
備
や
、
取
扱
規
程
等
に

基
づ
く
運
用
、
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段

の
整
備
、
取
扱
状
況
の
把
握
及
び
安
全
管
理

措
置
の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
の
方
針
を
検

討
し
ま
す
。

○
人
的
安
全
管
理
措
置

　従
事
者
に
よ
る
不
正
な
漏
え
い
や
内
部
者

に
よ
る
盗
難
等
を
防
止
し
、
特
定
個
人
情
報

等
の
適
正
な
取
扱
い
が
継
続
し
て
運
用
さ
れ

る
よ
う
に
、
従
業
者
の
監
督
や
教
育
な
ど
の

措
置
を
検
討
し
ま
す
。

　人
的
な
安
全
管
理
措
置
と
し
て
、
事
務
取

扱
担
当
者
の
監
督
や
教
育
な
ど
に
つ
い
て
の

方
針
を
検
討
し
ま
す
。

○
物
理
的
安
全
管
理
措
置

　特
定
個
人
情
報
等
の
漏
え
い
・
盗
難
等
を

防
ぐ
た
め
の
取
扱
区
域
の
管
理
等
、
担
当
者

以
外
が
特
定
個
人
情
報
等
を
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
な
物
理
的
な
措
置
を
検
討

し
ま
す
。

　物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
と
し
て
、
特
定

個
人
情
報
等
を
取
り
扱
う
区
域
の
管
理
や
、

機
器
及
び
電
子
媒
体
等
の
盗
難
等
の
防
止
、

電
子
媒
体
等
を
持
ち
出
す
場
合
の
漏
え
い
等

の
防
止
、
個
人
番
号
の
削
除
、
機
器
及
び
電

子
媒
体
等
の
廃
棄
な
ど
に
つ
い
て
の
方
針
を

検
討
し
ま
す
。

○
技
術
的
安
全
管
理
措
置

　担
当
者
を
限
定
す
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
制

御
や
、
ウ
ィ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
の

導
入
な
ど
、
担
当
者
以
外
が
特
定
個
人
情
報

等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
的
な
措
置
を
検
討
し
ま
す
。

　法
人
は
、
技
術
的
な
安
全
管
理
措
置
と
し

て
、
ア
ク
セ
ス
制
御
、
ア
ク
セ
ス
者
の
識
別

と
認
証
、
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の

防
止
、
情
報
漏
え
い
等
の
防
止
な
ど
の
方
針

を
検
討
し
ま
す
。

　
小
学
校
の
頃
は
何
度

か
大
病
し
た
が
、
地
元

の
芝
中
学
校
へ
通
う
頃

に
な
る
と
す
っ
か
り
丈

夫
に
な
り
、
3
、
4
年

の
時
は
無
遅
刻
無
欠
勤

を
通
し
て
皆
勤
賞
で
表

彰
さ
れ
た
。
4
年
の
時
に
身
長
も
一
気
に
伸

び
、
ク
ラ
ス
の
中
位
か
ら
上
位
7
番
目
に

な
っ
て
い
た
。

　
い
ず
れ
寺
を
継
ぐ
身
だ
か
ら
と
、
母
が
亡

く
な
る
際
に
十
念
を
授
け
て
く

だ
さ
っ
た
椎
尾
大
僧
正
が
学
長

を
務
め
る
大
正
大
学
の
予
科
に

進
学
し
た
。麻
雀
を
覚
え
た
の
も
こ
の
間
で
、

同
級
生
で
同
じ
寺
の
息
子
の
直
木
賞
を
受
賞

し
た
作
家
の
寺
内
大
吉
君
と
は
、
し
ば
し
ば

授
業
を
サ
ボ
っ
て
卓
を
囲
ん
だ
仲
で
あ
る
。

彼
は
本
名
を
成
田
有
恒
と
い
う
。
ペ
ン
ネ
ー

ム
の
由
来
は
、
家
が
大
吉
寺
と
い
い
手
紙
の

住
所
に
「
大
吉
寺
内
」
と
書
い
て
い
た
の
を
、

順
番
を
入
れ
替
え
た
こ
と
に
よ
る
。

　
予
科
を
2
年
で
終
え
、
学
部
に
入
っ
て
2

年
の
時
に
学
徒
出
陣
と
な
っ
た
。
昭
和
18
年

10
月
、
雨
の
中
、
神
宮
外
苑
競
技
場
で
行
進

し
、
入
隊
す
る
。
成
増
の
一
一
六
連
隊
に
入

り
、
防
空
兵
と
し
て
鶴
瀬
の
陣
地
に
配
属
、

甲
種
幹
部
候
補
生
を
志
願
し
て
、
千
葉
県
稲

毛
に
あ
っ
た
高
射
学
校
第
三
中
隊
で
11
期
生

と
し
て
教
育
を
受
け
た
。

　
こ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
、と
も
に
卒
業
時
、

御
賜
賞
を
受
け
た
、
の
ち
に
中
央
大
学
総
長

と
な
る
高
木
友
之
助
君
で
あ
る
。
相
撲
の
立

浪
親
方
の
長
男
だ
っ
た
彼
は
無
類
の
酒
好
き

で
、
し
ば
し
ば
学
校
を
抜
け
出
し
て
部
屋
へ

酒
を
取
り
に
行
っ
て
い
た
。
当
時
、
酒
は
入

手
困
難
だ
っ
た
だ
け
に
、
私
も
恩
恵
に
あ
ず

か
っ
た
。

　
高
木
君
と
は
そ
の
後
、
私
が
東
京
都
医
師

会
会
長
だ
っ
た
頃
に
再
会
す
る
。
50
年
ぶ
り

の
邂
逅
で
、「
今
度
一
緒
に
飲
も
う
」
と
誘
っ

た
と
こ
ろ
、「
も
う
飲
め
な
い
ん
だ
」
と
寂

し
そ
う
に
答
え
た
。
そ
れ
か
ら
2
カ
月
く
ら

い
で
亡
く
な
り
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
た
も

の
だ
。

　
話
を
戻
す
と
、
私
は
学
校
に
残
り
、
次
期

候
補
生
の
教
育
担
当
に
な
っ
て
い
た
が
、
13

期
生
を
迎
え
た
直
後
、
昭
和
20
年
8
月
15
日

の
終
戦
を
迎
え
る
。
候
補
生
全
員
を
帰
し
、

30
日
に
復
員
し
た
。
大
学
に
は
復
学
せ
ず
、

そ
の
ま
ま
卒
業
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
復
員
し
て
繁
成
寺
の
法
灯
を
継
ぎ
、
住
職

と
な
っ
た
が
、
母
の
遺
言

　
　
男
の
子
の
ど

ち
ら
か
を
医
師
に

　
　
は
ど
う
し
て
も
実
現

し
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
だ
12
歳
だ
っ
た

弟
の
光
威
を
家
族
総
出
で
説
得
し
た
が
、
頑

と
し
て
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。
困
り
果
て
た

挙
げ
句
、
私
が
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。
と

に
か
く
試
し
に
一
番
試
験
日
の

早
か
っ
た
慶
應
義
塾
大
学
医
学

部
を
受
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
大
正
大
学
の
史
学
部

教
授
だ
っ
た
藤
本
了
泰
先
生
が
寺
に
来
ら

れ
、
ぜ
ひ
史
学
教
室
に
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い

と
父
に
も
懇
願
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ば
か
り

は
承
諾
で
き
ず
心
苦
し
か
っ
た
。
父
が
「
医

学
部
受
験
を
失
敗
し
た
ら
お
世
話
に
な
り
ま

す
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
私
に
向

か
っ
て「
失
敗
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
」

と
冗
談
め
か
し
て
言
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
ま

で
目
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
か
と
思

い
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

大
正
大
入
学
、戦
争
を
経
て
、慶
大
医
学
部
受
験
へ

第 2回

私の医道
福井光壽

元東京都医師会会長


